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平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

の
納
入
通
知
書
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
入
通
知
書
と
特
別
徴
収

額
決
定
通
知
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
書
類
を

確
認
し
、
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料

　
平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の

納
入
通
知
書
を
、
世
帯
主
宛
て（
世

帯
員
の
み
が
加
入
し
て
い
る
場
合
も

同
様
）に
郵
送
し
ま
し
た
。
保
険
料

の
額
の
ほ
か
、
納
付
方
法
や
納
期
限

な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、

今
年
度
は
医
療
給
付
費
分
を
含
め
た

　
平
成
26
年
度
介
護
保
険
料
の
納
入

通
知
書
・
決
定
通
知
書
を
、
65
歳
以

上
の
方（
介
護
保
険
料
第
1
号
被
保

険
者
）へ
7
月
12
日（
土
）ま
で
に
お

手
元
に
届
く
よ
う
に
郵
送
し
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

の
納
め
方

●
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）　
老
齢

 

・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年

金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

保
険
料
率
等
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

加
入
者
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願

い
し
ま
す
。
　

収
入
が
な
か
っ
た
方
も
申
告
を

　
世
帯
主
を
含
め
た
加
入
者
の
総
所

得
金
額
等
の
合
計
が
一
定
の
基
準
以

下
の
場
合
に
は
、
保
険
料
の
一
部
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。
収
入
・
所
得
が
な

か
っ
た
方
も
、
課
税
課
ま
た
は
保
険

年
金
課（
い
ず
れ
も
市
役
所
1
階
）で

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
方
は

　
被
災
や
収
入
の
著
し
い
減
少
で
生

活
困
窮
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
納

期
限
の
7
日
前
ま
で
の
申
請
で
、
保

険
料
の
一
定
期
間
の
納
付
猶
予
や
減

免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
賦
課
係
・
内
線
1
4

1
6後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
平
成
26
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
入
通
知
書
と
特
別
徴
収
額

決
定
通
知
書
を
、
被
保
険
者（
75
歳
以

上
の
方
と
65
歳
以
上
の
一
定
の
障
害

の
あ
る
方
）宛
て
に
郵
送
し
ま
し
た
。

保
険
料
の
額
の
ほ
か
、
納
付
方
法
や

納
期
限
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
賦
課
係
・
内
線
1
4

0
6高

齢
受
給
者
証(

国
民
健
康
保

険)

を
郵
送

　
現
在
お
使
い
に
な
っ
て
い
る
高
齢

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
7
月
31

日（
木
）で
す
。
8
月
1
日（
金
）か
ら

使
用
で
き
る
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
7
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
期
限

が
切
れ
た
古
い
高
齢
受
給
者
証
は
裁

断
の
上
、
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
の

自
己
負
担
割
合
は
、
平
成
25
年
中
の

所
得
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
の
で
、

今
ま
で
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
2

被
保
険
者
証(

後
期
高
齢
者
医

療
制
度)

を
郵
送

　
現
在
お
使
い
に
な
っ
て
い
る
被
保

険
者
証（
青
竹
色
）の
有
効
期
限
は
、

7
月
31
日（
木
）で
す
。
8
月
1
日

（
金
）か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い
被
保

険
者
証（
オ
レ
ン
ジ
色
）を
7
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
。
期
限
が
切
れ
た
古

い
被
保
険
者
証
は
裁
断
の
上
、
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
被
保
険
者
証
の
自

己
負
担
割
合
は
、
平
成
25
年
中
の
所

国
民
健
康
保
険
料 

・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

       
納
入
通
知
書
を
郵
送
し
ま
し
た

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書 

・

決
定
通
知
書

　
　   

を
郵
送
し
ま
す

得
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
の
で
、
今

ま
で
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
1

一
部
負
担
金
の
減
免
制
度
と
徴

収
猶
予

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
医
療

機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担

額（
一
部
負
担
金
）に
は
、
減
免
制
度

が
あ
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、

災
害
、
病
気
、
け
が
、
失
業
、
そ
の

ほ
か
の
特
別
な
事
情
が
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
資
産
の
活
用
を
図
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
時
的
に
生
活
が
困
窮

し
、
医
療
機
関
等
で
の
支
払
い
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
方
で
す
。

　
ま
た
、
一
時
的
に
自
己
負
担
額
の

支
払
い
を
猶
予
す
る
制
度
も
あ
り
ま

す
。
支
払
い
が
困
難
な
方
は
、
お
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
3
9
9

任
意
継
続
の
健
康
保
険
が
切
れ

る
方
へ

　
退
職
後
、
任
意
継
続
を
し
て
い
る

健
康
保
険
が
切
れ
る
方
で
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
し
な
い
場
合
は
国
民

健
康
保
険
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
加
入
手
続
き
に
は
①
社
会
保
険
資

格
喪
失
証
明
書
②
印
鑑
③
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
顔
写
真
付
き
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
等（
③
は
お
持

ち
の
方
の
み
）を
持
っ
て
、
保
険
年

金
課（
市
役
所
1
階
）か
窓
口
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー

1
階
）へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
65
歳
未
満
の
方
で
厚
生
年

金
や
共
済
年
金
等
の
被
用
者
年
金
に

20
年
以
上（
40
歳
以
降
は
10
年
以
上
）

加
入
し
、
年
金
受
給
権
の
あ
る
方
は
、

国
民
健
康
保
険「
退
職
者
医
療
制
度
」

で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

該
当
す
る
方
は
、
①
〜
③
の
ほ
か
に

年
金
証
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
2

（
月
額
1
万
5
千
円
以
上
）の
方
は
、

介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
ま
す
。
保
険
料
は
市
が
郵
送
す
る

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

●
普
通
徴
収（
個
別
に
納
入
）　
▼
老

齢
・
退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族

年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

（
月
額
1
万
5
千
円
未
満
）の
方
▽
受

給
し
て
い
る
年
金
が
老
齢
福
祉
年
金

の
方
▼
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た

方
▼
平
成
26
年
4
月
2
日
以
降
に
立

川
市
に
転
入
し
た
方
な
ど
は
、
市
が

郵
送
す
る
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書

で
個
別
に
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。
市

役
所
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
1
階
）、
各
連

絡
所
の
ほ
か
、
市
の
指
定
す
る
金
融

機
関
で
納
入
で
き
ま
す
。

期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

　
介
護
保
険
制
度
は
加
入
者
が
互
い

に
保
険
料
を
出
し
合
っ
て
運
営
す
る
、

相
互
扶
助
制
度
で
す
。
保
険
料
の
期

限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
　

普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
が
便
利

で
す
。
申
し
込
み
は
▼
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
▼
預
貯
金
通
帳
▼
通
帳

に
使
用
し
て
い
る
印
鑑
を
持
っ
て
、

指
定
金
融
機
関
窓
口
へ
。

※
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り
、

一
時
的
に
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
徴
収
の
猶
予
や
減

免
、
免
除
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
購
入
に
も

　
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
申
し
込
み
や
更

新
の
際
、
非
課
税
証
明
書
の
代
わ
り

と
し
て
、
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知

書
、
決
定
通
知
書
を
使
用
で
き
ま
す
。

問
▼
介
護
保
険
料
＝
介
護
保
険
課
介

護
保
険
料
係
・
内
線
1
4
4
6
▼
シ

ル
バ
ー
パ
ス
＝
㈳
東
京
バ
ス
協
会
☎

0
3（
5
3
0
8
）6
9
5
0

　
自
己
負
担
額
の
縮
減
が
見
込

ま
れ
る
被
保
険
者
の
方
に「
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る

お
知
ら
せ
」を
7
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
ご
家
庭
で
の
医
療

費
の
節
約
に
、
増
え
続
け
る
医

療
費
の
抑
制
に
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望

シ
ー
ル
を
同
封
　
被
保
険
者
証

や
お
薬
手
帳
等
に
貼
っ
て
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
費
適
正
化

担
当
・
内
線
1
4
2
3

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ
」　

　
　
7
月
下
旬
に
郵
送

納付書裏面に記載の場所で納付してください問市税=納税課庶
務係・内線1240、国民健康保険料＝保険年金課賦課係・内
線1416、後期高齢者医療保険料＝保険年金課賦課係・内線
1406、介護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷固定資産税・都市計画税第2期分
▷国民健康保険料第1期分
▷後期高齢者医療保険料第1期分
▷介護保険料第1期分

7月31日木今月の
納期

ご
み
収
集
車
が
火
災
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ス
プ
レ
ー
缶
は
必
ず
使
い
切
っ
て
穴
を
開
け
て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
問
ご
み
対
策
課
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１
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